
「価格転嫁の円滑化に関する協定」を締結しました 

 
 宮城労働局は、宮城県、東北経済産業局、東北農政局、東北運輸局、宮城県経営者協会、

宮城県商工会議所連合会、宮城県商工会連合会、宮城県中小企業団体中央会、日本労働組合

総連合会宮城県連合会と「価格転嫁の円滑化に関する協定」を締結し、竹内局長が締結式に

出席しました。 

 

 県内の中小企業・小規模事業者が、原材料費やエネルギーコスト等の上昇分を適切に価格

へ転嫁することについての機運を醸成し、生産性の向上や賃金の引き上げに向けて、関係機

関が連携・協力することを確認しました。 

日時：令和５年５月２２日（月） 

場所：ホテル白萩 

「価格転嫁の円滑化に関する協定書」 


